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結章

1. 結論

　既存の文化財概念では、どうしても国や地方自治体がお金をかけて保護できる許

容が限られており、より優れているものから順に保護していかなければならない。

しかし、それからこぼれ落ちている文化資源も地域にとって大切なモノやコトであ

る。地域内でそうした文化資源の価値を顕在化させ、生かしていくことで、保護し

ていこうということで、本研究では、文化遺産という新たな資産把握の概念を提唱

した。文化遺産は、ストーリーとそのストーリーを構成する文化資源の総体であるが、

構成している文化資源は、指定文化財からこぼれ落ちたものも対象とするというこ

とで、無限にあるかのように思われる。そのようなものをどのように抽出していく

のか、既存の文化財保護法や世界文化遺産の評価基準を分析し、本研究では、エリ

ア悉皆（しっかい）型抽出法とストーリー志向型抽出法の 2つの手法を考案した。

この手法に関しては、第 2章においてヨルダンハシミテ王国サルト市で検証し、①

指定文化財になっていないものまでも含み、② 50年以上経過したものなどという時

間的制約は持たず、③文化財保護法の 6つのカテゴリー（有形・無形・民俗・記念物・

伝建・文化的景観）の枠に収まらないものまでも含む、という既存の文化財概念の

枠を超える 3点のような文化資源も抽出することができ、2つの抽出手法の有効性

を実証した。また、山口県萩市においても、おたからや都市遺産という異なった名

称ではあるが、観光、文化財保護、景観形成といったまちづくりに生かされていた。

　次に、こうした文化資源や文化遺産を地域で如何に護り伝えていくかと考えた時、

文化資源マネジメントという文化資源保護の総合マネジメントが必要であるという

ことに行き着いた。これまでの文化財保護法による保護や博物館による保護、行政

や博物館によらない保護活動等を分析していく中で、本研究は、「文化資源マネジメ

ントモデル」を考案した。このモデルが文化資源・文化遺産を地域で保護していく

上での必要性を検証するため、萩市の萩まちじゅう博物館（以下、萩まち博）を事

例とし、萩まち博でどのようなマネジメントシステムで展開され、6年が経過した
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成果や課題を分析した。萩まち博は、支えるシステムと展開するシステムという 2

つのシステムによって成り立っていたが、必ずしも、支えるシステム（発見・管理・

監視等）から展開するシステム（展示・解説・整備等）へ移行するとは限らず、互

いに関連し合って成り立っているのだということや、住民が発見し、活用し、管理

する一方で、行政もそれを支援するような整備や PR、ホームページの開設などを

おこなっていることで、より住民が意欲的に活躍できる場が提供されることとなり、

成果をあげていたこと、そして、理屈ではなく、住民自らが文化資源を発見するか

らこそ、愛着が湧き、自ずと監視役になり、継承されていくといったことは実際に

起こっており、全てを文化資源の保護という目的のために、総合的にマネジメント

していくという「文化資源マネジメントモデル」は地域で文化資源や文化遺産を保

護していく上での必要性を実証した。

　そして最後に、本研究の目的である、本来、文化資源マネジメントのために誕生

したわけではない、エコミュージアムという概念が、文化資源マネジメントの手法

として可能性があるかを検証した。エコミュージアムの誕生の背景や日本へ入って

きた際の時代背景から、特に日本ではまちづくり手法として広まったが、もともと

定義が応用可能な曖昧なものであることから、日本においても様々な使われ方がな

されてきた。それぞれが定めている定義をまとめることは難しいが、共通認識はあ

るはずであろうということから、本研究では、既往研究をあたり、5つの共通認識

を導き出した。それをもとに文化資源マネジメント手法として、エコミュージアム

が使えるのか、萩まち博とサルト・エコミュージアムを事例とし、考察した。住民

主体にもしっちょる会のようなまちづくり団体であったり、部族であったりといく

つかの形が存在したが、文化資源マネジメントは住民主役であった。また、文化資

源・文化遺産を抽出する際に判断基準を提示したように、扱う文化資源は全て学術的・

科学的に研究されたものでなければならない。そして、しっちょる会の浜崎サテラ

イトでの活動や、サルトでの原寸大模型のように、現地保存が原則であった。そして、

テーマを持つというのは、文化遺産概念そのものであり、コア／サテライト／ディ

スカバリー・トレイルは、地域の魅力を最大限に引き出す方法であると共に、脆弱

な文化資源を護るだけでなく、地域住民の生活やプライバシーも護ることのできる

ものであった。
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　本研究で事例として挙げた萩市においては、行政が萩まち博のような文化資源マ

ネジメントに対し、積極的である点や、萩まち博が開館する以前から活動していた

しっちょる会のようなまちづくり団体が数多く存在する点においては、萩特有の条

件下であること、そしてサルト市においては、ほぼ現在のサルト住民が、16世紀か

ら 19世紀、又は 1866 年からサルトに存在する部族の末裔であり、コミュニティも、

そうした部族の繋がり、もしくは宗教間での繋がりである点においては、サルト特

有の条件下であるが、こうしたエコミュージアム概念を用いた文化資源マネジメン

トは、文化遺産が 1つ以上あり、地域が地域の文化資源や文化遺産を継承したいと

いう意思がある地域において、何処ででも実施可能であると考える。

　このように本研究では、文化遺産という概念から端を発し、文化資源概念という

資産把握の必要性、これら文化遺産・文化資源を地域で保護するための「文化資源

マネジメントモデル」の必要性、その文化資源マネジメントの手法としてエコミュー

ジアムが有効であるということを、既往研究や実践事例に基づいて証明してきた。「文

化資源マネジメントモデル」は文化資源を保護するという目的を果たすための要素

や流れであり、あくまで発見する、展示する…など、行為やそのものである。エコ

ミュージアムというのは、その行為をおこなう主体を明確にしたり、対象となる文

化資源をどこに置くのか、そしてその主体と文化資源、主体同士、文化資源同士を

結びつけてくれる役割を果たすなど、文化資源マネジメントモデルを具体的に実施

していく手段を示してくれるものであることが明らかとなった。
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2. 今後の課題

　本研究で提示した文化資源マネジメント論は、学際的研究であり、あまり進んで

いない新しい分野である。今後はより事例研究をこなし、研究を発展させる必要が

あるだろう。特に本研究で文化資源マネジメントが展開できる地域は、各々地域特

有の条件を有する。文化遺産が 1つ以上存在し、地域が文化資源や文化遺産を継承

したいという意思を持つ地域であれば、どこでも展開可能であるが、もっと具体的

なこういう条件下のもとでも可能であったという事例が増えれば、より多くの地域

に広まるだろう。

　一方、本研究においては、特に文化資源や文化遺産という資産の捉え方に着目し

てきたため、文化資源マネジメントという遺産保護の総合概念の必要性は述べたも

のの、それらを運営する資金や主体（萩でいうNPO萩まちじゅう博物館等）につい

て言及出来なかった。萩の事例でも述べたように、サテライトの活動と共に萩まち

じゅう博物館を運営するNPO萩まちじゅう博物館の活動がリンクすることで、この

萩まちじゅう博物館は動いていく。今後は、こうした軸となるコア博物館、NPOの

活動を検証することが求められるであろう。また両事例において、調査対象が不動

産で有形の文化資源に偏っていたことから、今後は動産や無形の文化資源へも対象

を広げる必要がある。

　事例に挙げた萩においては、萩まちじゅう博物館が開館してから 6年が経過し、

見直しの時期にきていると言える。1年が過ぎた頃からコア博物館が稼動し、現在

は初のサテライトが動き始めた。特に萩においては、サテライト内での文化資源や

文化遺産の発掘が盛んなことから、次のサテライトの立ち上げや、立ち上がったサ

テライトとコア博物館との連携が望まれる。
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　サルトにおいては、コア博物館が開館したばかりであり、サルトの文化資源も上

で述べたように不動産で有形の文化資源だけである。今後は、博物館との連携をお

こない、データベースの統一や無形や動産の文化資源の調査が求められるが、無形

や動産のものを如何に悉皆調査していき、データベースとしていくかといった調査

手法の検討が必要であろう。


